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学級編制基準の改正について

1 経 緯

「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一
部を改正する法律」が 4月 22

日に施行 され、小学校第 1学 年の学級編制の標準が現行の40人 か ら35人

に改正されたことに伴い、東京都教育委員会において、同日、「東京都公立小

学校、中学校及び中等教育学校前期課程の学級編制基準」を改正 したもの。

2 改 正の内容

小学校第 1学 年の 1学 級の学級編制基準を40人 から35人 に変更する。

裏面 「東京都公立小学校、中学校及び中等教育学校の前期課程の学級編制

基準」(平成 23年 4月 22日 東京都教育委員会告示第 20号 )参 照

3 学 級編制基準 日

平成 23年 4月 22日

ただし、児童数については、 4月 7日 の児童数を4月 22日 の児童数 とみ

なす。

4 ク ラス替え実施 日

平成 23年 5月 2日 (月)

5 対 象校 小学校 5校

本田小学校 新 1年 生

年

課務学

道上小学校   同

末広小学校   同

こすげ小学校  同

幸田小学校   同

72人  2学 級→ 3学 級

47人  4学 級→ 5学 級

37人  1学 級→ 2学 級

74人  2学 級→ 3学 級

12人  3学 級→ 4学 級

6 そ の他

今回の法改正では、上記のほか、都道府県教育委員会が定める学級編制基

準について、学校設置者はこれに従わなければならない とされている点を緩

和 し、標準 としての基準 とすること、学級編制の際の都道府県教育委員会の

同意協議の義務付けが廃止 とな り、事後の届け出制に改めること (以上の点

については平成 24年 4月 1日 施行)、 東 日本大震災により被災 した児童 ・

生徒等の学習支援や心のケアを行 うために、教職員定数に特別の措置を講 じ

ることな どの改正が行われている。



朴盛曜羅照鞘

ｈ
ｌ

ｌ

ジ

√
―
―
―
蛇

眠IK韓ぐ料冬朴揺
′
子朴整尽わ母鮒蕊仙朴盗癌憲離型G

翌晨国村貯国く IE

恭部旺《ほI広くに対回|(部(|||IEや

哨嶺ぷ円 岸 低|||1貯国民|||IE

蕊仙絲賦くH増田(無 ||○や

KIく韓Gぐ料G(朴 整区連予朴革 (子貯慕仙狩整G橿 玉誰理やK「Ett°本卜匝ω°
)QI朴

軽G駅相区連対選GttG環 鞘連
′
慈GttGJ翠 遭ぺЪや朴軽G鰹 照基わ匝照G=翠 遭囀告

や朴軽蟻悪GLXi念遭墳0′ 匝照G卜 揮逆粟Ъや慈句■や
°

朴鰹G

博照
朴釜蟻享G凶 念 1朴釜G駅 制区連封選G黙

(朴 磐 匝朴貯G頃 制や蟻悪■や心軽
国十く (無1朴貯G駅糊や蟻裏

■や朴慕逆飛Q▼起
′
|||キ円的

赳軽■や|IQG朴 せG駅 制や

蟻軍■や朴釜
十 く

朴鰹慕仙襲悪<キ |《G緊投

遭対ぐV華 京駅郎朴釜
<  く

き朴革 匠朴貯G対 選や蟻悪■や朴軽 国十く

朴鰹蕊仙規賦<十 1黙G悪投

逆Nぐ V筆 頭拭郎朴釜
<  く

邸

1 慈 G態 や逆瑠Ъやぶぐ遭堤そ▼連
′
 1朴 慕G駅判区週剖選G慈 抱却益やや逆投食

やく慈句‐―めヽ―ノ朴釜ゃ蟻享■卜くp大りIX」“資宝やれ くヽp°

こ そ 朴革悪|1心貯逆飛Q▼
′
匝朴せG駅判や蟻喜■や朴慕G環 鞘逆ヽ3拡 投0理

朴慕GttgG駅 判G慈 後|||十ぺくN製 ぺやぶぐ |||+くく

□ 岳 朴革抵 1朴せ里ミQV′ 匝心せG寸 選や蟻喜■や心釜G環 鞘逆葛S拡 投D製

朴釜GttgG習 鰹G慈 倹|||十<く N製 ぺやぶぐ |||+<く

||(朴 整G料 退■や|IQG朴 貯G駅 判や蟻暮■や朴釜や
′
 IQG朴 貯 (ミ1朴球黙

わ悪1針 せ抱堂v°)G駅 判慈終|くく本引Gぶぐ料わ逆悪 1朴貯悪わ抵1針 貯翌飛

QV連
′

やG朴 貯NIQG朴 釜A」め▼媛喜■や
°


